
【成果を計る主な指標】

【令和２年度までの主な取り組み内容及び今後の方針】

環境施設農政部、街づくり施設部

健康領域 まちの健康

基本目標 ６ 環境にも人にも優しい快適な都市空間が整うまち
前期基本計画期間（Ｒ１～Ｒ５年度）

所　管　部

中間目標値
（Ｒ３）

最終目標値
（Ｒ５）

実績値
（Ｒ２）

計画当初値
実績値
（Ｒ１）

指標の名称

個別目標 ６－２ 快適な都市の基盤を充実する

令和３年度「めざす成果」の達成に向けた進行管理シート

「めざす成果」を達成するための施策展開（ロジックツリー）

６－２－１ 市街地の整備が計画的に進んでいる

６－２－３ 道路や公園を快適に利用している

めざす成果 ６－２－２ 良好なまち並みが形成されている
５１．４ha

都市計画道路の整備率① ６６．６％６４．９％６４．８％６４．１％ ６４．４％

主な取り組み内容 今後の方針施策の展開

車両や歩行者の円
滑な通行を確保す
る

■道路利用者の安全性と利便性向上のため、他市、他計
画、他事業との道路に係る調整を行いました。
■丸子中山茅ヶ崎線の拡幅事業に合わせ整備に係る用地取
得や物件補償を行いました。
■福田相模原線（福田地区）について、事業認可に係る設
計業務や警察との交通協議を行いました。
■福田相模原線（南林間地区）について、用地取得や道路
整備のための詳細設計を行いました。
■舗装修繕計画に従い、道路舗装の修繕を行いました。

■道路に係る他市、他計画、他事業との調整を図ります。

■県道整備に合わせた市道整備時期について県と協議調整
を行いながら事業の進捗を図ります。
■藤沢市、綾瀬市と調整を図り、同時期の供用に向けて調
整します。
■用地取得と道路整備を着実に進めていきます。

■舗装修繕計画に従い、道路舗装の修繕を行います。

市民に親しまれる
公園づくりを推進
する

■新たに公園用地として確保した市有地を公園として整備
しました。
■国有地等を借受け、公園(大和ゆとりの森)として整備し
ました。
■借地公園制度を活用し、民有地を公園として整備しまし
た。

■引き続き、確保できた公園用地において公園を整備して
いきます。
■引き続き国有地を借受け、大和ゆとりの森の整備を進め
ます。
■地権者からの相談等があった際には、借地公園制度を活
用した民有地の公園整備についても検討します。

市民１人あたりの都市公
園面積

市街化区域内の都市
公園面積

②

③

３．１９㎡ ３．２５㎡ ３．４２㎡ ３．３１㎡ ４．００㎡

４９．３ha ５０．９ha ５１．３ha ５１．０ha

めざす成果 施策の展開 取り組み内容 事業名 　担当課

ユニバーサルデザイン推進事業 街づくり総務課

道路統計作成事務 道路安全対策課

生活道路整備事業 道路安全対策課

私道整備支援事業 道路安全対策課

道路舗装補修事業 道路安全対策課

道路台帳等管理事務 道路管理課

都市再生街区基本調査成果管理事務 道路管理課

地籍調査事業 道路管理課

道路ストック修繕計画策定事業 道路管理課

法定外公共物の譲与事務(台帳作成及び整備事務) 道路管理課

法定外公共物の維持管理事業 道路管理課

車両制限令に基づく許認可事務 道路管理課

狭あい道路用地取得事業 道路管理課

道路維持修繕事業 道路管理課

道路整備計画策定調整事務 道路安全対策課

国県道整備促進支援事業 道路安全対策課

福田相模原線（福田地区）道路整備事業道路安全対策課
交差点改良事業（県道丸子中山茅ヶ崎線整備関連） 道路安全対策課

上和田６２号外３路線道路改良事業 道路安全対策課

福田相模原線（南林間地区）道路改良事業 道路安全対策課

未登記道路整備事業 道路管理課

私有道路用地取得事業 道路管理課

開発事業等に関する指導調整事務（道路） 道路管理課

道路占用の許認可事務 道路管理課

不法占用の巡視及び撤去･改善･指導事務 道路管理課

新しい生活様式等対応事務（環境施設農政部） 環境総務課

緑化ボランティア等育成支援事業 みどり公園課

公園台帳整備事業 みどり公園課

公園維持管理事業 みどり公園課

引地台公園・温水プール・立体駐車場管理運営事業 みどり公園課

多胡記念公園維持管理事業 みどり公園課

公園用地等借受事業 みどり公園課

既設公園等大規模改修事業 みどり公園課

ゆとりの森整備事業 みどり公園課

ゆとりの森管理運営事業 みどり公園課

ゆとりの森整備事業（再掲） みどり公園課

街区公園等整備事業 みどり公園課

やまと公園改修整備事業 みどり公園課

①
交通の円滑化と渋滞箇所
の解消を図る

道路を公共の施設として、
市で管理できるようにする

6-2-3
道路や公園を快適に利
用している

6-2-3-1
車両や歩行者の円滑な
通行を確保する

道路の占用許可を適正に
行う

6-2-3-2
市民に親しまれる公園
づくりを推進する

市民が、公園等をいつも安
全かつ快適に利用できる状
態にする

②③
市民ニーズに対応した公園
を整備する

道路等をより快適に通行で
きるよう、適切な維持管理
及び改善を行う


